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株式会社 グッドライフケア 

 

 



 

 

訪 問 看 護 重 要 事 項 説 明 書 

<令和６年６月１日現在> 

 

１ 訪問看護事業所（法人）の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別   株式会社グッドライフケア 

代   表   者   名   代表取締役 佐藤 一人 

  

所 在 地 ・ 連 絡 先 

(住所） 仙台市太白区大野田４－１８－４ 

(電話） ０２２－７９７－６５３９ 

(FAX ） ０２２－７９７－６７８０ 

設  立  年   月   日     ２０１３年８月１日 

  

２ サービス提供を実施する事業所について 

(1）事業所名称及び事業所番号 

 事   業   所   名   訪問看護ステーション カモミール 

  

所 在 地 ・ 連 絡 先 

（住所） 仙台市太白区長町南２－６－５－３０１ 

（電話） ０２２－７９７－６５３９ 

（FAX ） ０２２－７９７－６７８０ 

 事  業  所    番  号   指定第 ０４６５４９０２０９ 号 

 管  理  者  の 氏 名   川村 都希子 

 

(2) 事業の目的 

株式会社グッドライフケアが開設する訪問看護ステーション カモミールの看護職

員が、医療保険制度を利用される患者様を対象に、主治医の指示に基づき適正な事

業の提供を行うことを目的といたします。 

 

(3) 事業所の運営方針 

   ステーションの看護職員等は、患者様の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活

動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続でき

るように支援いたします。 

 患者様が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう

その療養生活を支援するとともに、患者様の心身の機能の維持回復を図り、患者様

の生活機能の維持又は向上を目指すものといたします。 

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連

携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものといたします。 

 



 

 

(4）事業所の職員体制 

従業員の職種 
人数 

（人） 

区 分 常勤換算後 

の人数(人) 
職務の内容 

常勤(人) 非常勤（人） 

管  理  者 1名 1名  0.5名 

0.5名 

管理業務 

訪問看護 

訪 問

看 護

員 

看 護 師 2 名以

上 

2名以上 1名以上 2.5名以上 訪 問 看 護 

准看護師     訪 問 看 護 

     2.5名以上  

 

(5）職員の勤務体制 

従業員の職種 勤 務 体 制 休 暇 

管  理  者 正規の勤務時間帯 （8：30～17：30） 

常勤で勤務 

 

看  護  師 日勤（8：30～17：30）  

准  看 護 師 日勤（8：30～17：30）  

 

(6）事業の実施地域 

  事業の実施地域  仙台市、名取市（一部） 

 ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

 

(7）営業日及び営業時間 

営  業  日 平日  8：30～17：30 

営業しない日  土曜日・日曜日・祝日・12月 30日～1月 3日 

※ただし上記営業日・営業時間外について必要に応じてサービスを提供いたします。  

 

３ サービスの内容  

   自宅で療養される方が安心して療養生活を送れるように、主治医の指示により当訪 

   問看護ステーションの看護師が定期的に訪問し、必要な処置を行い、在宅療養の援

助を行います。 

健康状態の把握・健康管理         医師の指示による医療処置 

療養上の世話               認知症ケア 

清拭・入浴介助等の清潔保持        リハビリテーション 

   医療機器の管理              療養相談・介護予防 

床ずれ予防・処置             ターミナルケア   等            

 

 



 

 

４ 訪問看護の提供方法 

訪問看護の実施にあたっては、患者様の居宅において看護師その他省令で定める 

者が療養上の世話または必要な診療の補助を主治医の訪問看護指示書に基づき行い

ます。 

 

５  訪問看護の利用料金 

(１)料金表  

利用料については医療保険制度の法定利用料に基づく金額となり下記の通りです。 

下記の金額の１割または２割または３割が患者様負担となります。 

尚、診療報酬改定の際には変更があります。 

 

※一か月に支払った患者様負担金が、負担限度額を超えた金額を市町村へと申請 

しますと、超えた金額が高額療養費として支給されます。 

いずれも医療費控除の対象となります。 

                           令和 6年 6月 1日現在 

看護師が訪問看護を行った場合 

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 
            週３回まで ５，５５０円 

            週４回以上 ６，５５０円 

訪問看護基本療養費（Ⅱ）※ 
            週３回まで ５，５５０円 

            週４回以上 ６，５５０円 

同一建物内の 3人以上の場合 週３回まで ２，７８０円 

同一建物内の 3人以上の場合 週４回以上 ３，２８０円 

※訪問看護基本療養費（Ⅱ）は施設への訪問の際に同一建物内の複数 

（同一日に２人）の患者様に同一日に訪問した場合の料金です。 

訪問看護基本療養費（Ⅲ） 
         外泊中の訪問 ８，５００円 

  

訪問看護管理療養費 ２ 
             月の初日 ７，６７０円 

２日目以降 ２，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

※病状や条件により以下の料金等が加算されます 

緊急訪問看護加算 
 月１４日まで 1日 1回 ２，６５０円 

月１５日目以降１日１回 ２，０００円 

特別管理加算 
Ⅰ   月１回 ５，０００円 

Ⅱ   月１回 ２，５００円 

夜間・早朝訪問看護加算 
 夜間・早朝 １日１回 ２，１００円 

 深夜    １日１回 ４，２００円 

退院時共同指導加算 

特別管理指導加算 

入院中に１回 ８，０００円 

      入院中に２回まで ２，０００円 

退院時支援指導加算 
            退院日のみ ６，０００円 

長時間 退院日のみ ８，４００円 

情報提供療養費加算 

長時間訪問看護加算 

月の１日 １，５００円 

週に１回 ５，２００円 

在宅患者連携指導加算 

緊急等カンファ加算 

 月１回 ３，０００円 

  ２回 ２，０００円 

２４時間対応体制加算 

ターミナルケア療養費１ 

 月１回 ６，８００円 

  １回 ２５，０００円 

訪問看護管医療 DX 

情報活用加算 

 月１回 ５０円 

  

訪問看護ベースアップ評価料 

（Ⅰ） 

 月１回 ７８０円 

  

 

(２)交通費 

   お住まいが事業所の１㎞以上にある場合には、超えた地点からお住まいまでの交

通費の実費を、往復分ご請求させていただきます。なお、自動車を利用した場合

は、１㎞につき２５円(消費税込)をご請求させていただきます。 

 

(３)その他の費用 

    サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、お客様負担 

となります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

(４)キャンセル料 

お客様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただき 

ます。ただし、お客様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は 

不要です。  

利用日の前日に連絡があった場合 無料 

利用日の前日までに連絡がなかった場合 利用料自己負担部分の １０％ 

 

(５)医療費等のお支払い方法 

毎月１５日までに前月分の請求をいたします。 

・ お客様ご指定の金融機関口座からの自動振替→請求月の２７日に引き落とさせて

頂きます。 

※ 初回の引き落としに金融機関との口座振替手続きが間に合わない場合は、 

下記 2点のどちらかでお支払いを頂けます。 

※ 翌月の請求と合わせ引落を行わせていただきます。（引落手数料 弊社負担） 

※ 下記口座に振込送金してお支払い下さい。（振込手数料 患者様負担） 

  七十七銀行 中田支店      普通預金口座（口座番号 ５４１８１０１） 

  口座名義   株式会社グッドライフケア 

※入金確認後、領収明細を発行します。   

 

(６)看護職員の禁止行為  

    看護職員はサービスの提供に当たって次の行為は行いません。         

① 患者様又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

② 患者様又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 患者様の同居家族に対するサービス提供 

④ 患者様の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他患者様の行動を制限する行為（患者様又は第三者等の生命や身体

を保護するための緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ その他患者様又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷

惑行為 

 

６   その他 

事  項 内  容 

 

 

訪問看護計画の作成及び 

事後評価 

看護師が、お客様の直面している課題等を評価し、 

主治医の指示及びお客様の希望を踏まえて、訪問看護計

画を作成します。 

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、 

その結果を書面（サービス報告書）に記載してお客様に

説明のうえ交付します。 

従業員研修 年４回、研修を行っています。 



 

 

    

７  お客様へのお願い 

   サービス利用の際には、マイナ保険証もしくは健康保険証（資格確認書）を提示  

してください。限度額適用認定証や特定疾病療養受領証等の申請書類をお持ちの方

は一緒に提示をお願いします。 

 

事業所名称 訪問看護ステーション カモミール 

事業所番号 
保険医療機関コード 

５４９０２０９ 

 

事業所所在地 

および連絡先 

 

住所 仙台市太白区長町南２－６－５－３０１ 

電話 ０２２－７９７－６５３９ 

FAX  ０２２－７９７－６７８０ 

 

８   事故発生時の対応について 

    患者様に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、患者様

の家族、患者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講

じます。また、患者様に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

 

事故報告先 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険会社 

1. 宮城県保健福祉部医療整備課 

  電話（０２２－２１1－２６１４） 

2. 仙台市保健福祉センター 

  電話 太白区 （０２２－２４７－１１１１） 

     若林区 （０２２－２８２－１１１１） 

     青葉区 （０２２－２２５－７２１１） 

     宮城野区（０２２－２９１－２１１１） 

3. 名取市保健センター 

電話（０２２－３８２－２４５６）  

 

損害保険ジャパン株式会社 

訪問看護事業者 総合保障制度 

電話（０１２０－２５８－１８９） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

９   サービス内容に関する苦情等相談窓口 

 

 

当事業所お客様相談窓口 

窓口責任者  川村 都希子 

ご利用時間  平日  ８：３０～１７：３０ 

ご利用方法  電話（０２２－７９７－６５３９） 

面接(併設施設相談室) 苦情箱（併設施設に設置） 

 

 

 

 

外部苦情受付機関 

1. 宮城県国民健康保険団体連合会 

電話（０２２－２２２－７０７９） 

2. 仙台市保健福祉センター 

 電話 太白区 （０２２－２４７－１１１１） 

    若林区 （０２２－２８２－１１１１） 

    青葉区 （０２２－２２５－７２１１） 

    宮城野区（０２２－２９１－２１１１） 

3.名取市保健センター 

電話（０２２－３８２－２４５６）          

 

１０ 緊急時等における対応方法 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに患者様の主治医、 

救急隊、緊急時連絡先（ご家族等）、居宅介護支援事業者等へ連絡をします。 

 

 

主治医 

 

 病 院 名 

 所 在 地 

 

医 師 名  

 電 話 番 号  

 

 

緊急時連絡先

（家族等） 

氏名（続柄）           （   ） 

 住   所  

 電 話 番 号  

 

１１ 虐待防止について 

当該事業所は、患者様の人権の擁護、虐待の防止等の為に以下の対策を講じます。 

① 虐待防止責任者を選任しています。【虐待防止責任者 川村都希子】 

② 虐待防止のための指針の整備をしています。 

③ 研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めています。 

④ サービスの提供中に、養介護従業者又は養護者（家族・同居人等）による虐待を受

けたと思われる患者様を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

                                  

 



 

 

市町村・地域包括支援センターの担当窓口 

 

 

 

 

 

患者様家族等によるもの 

1. 宮城県保健福祉部医療整備課 

  電話（０２２－２１1－２６１４） 

2. 仙台市保健福祉センター 

  電話 太白区 （０２２－２４７－１１１１） 

     若林区 （０２２－２８２－１１１１） 

     青葉区 （０２２－２２５－７２１１） 

     宮城野区（０２２－２９１－２１１１） 

3. 名取市保健センター 

電話（０２２－３８２－２４５６）         

 

職員によるもの 

4. 仙台市健康福祉局介護事業支援課 

居宅サービス指導係 

電話（０２２－２１４－８１９２） 

 5. (株)グッドライフケア 本部 

   電話（０２２－７９７－６５３９）    

 

１２ 身体的拘束について 

    当該事業所は、患者様又は他の患者様等の生命又は身体を保護するため緊急やむ 

を得ない場合を除き、身体的拘束その他患者様の行動を制限する行為を原則禁止と 

します。 

① 身体拘束を行う場合には、事前に十分な説明の上患者様又は家族等に同意を得ると

ともにその態様及び時間、その際の患者様の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録に残します。 

② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について職員に周知徹底を図ります。 

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備しています。 

④ 職員に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しています。 

 

１３ 秘密の保持と個人情報の保護について 

Ⅰ 患者様及びその家族に関する秘密の保持について 

① 事業者は、患者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイド

ライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という）は、サービス提供する上

で知り得た患者様及び患者様の家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ

ん。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても

継続します。 

③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た患者様又はその家族の秘密を保持させるため、



 

 

従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべく

旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

 

Ⅱ 個人情報の保護について 

① 事業者は、患者様から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において、

患者様の個人情報を用いません。また、患者様の家族の個人情報についても、予め

文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で患者様の家族の個人情報を用い

ません。 

② 事業者は、患者様及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの

の他、電磁的記録を含む）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、患者様の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、延滞なく調

査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に

際して複写料などが必要な場合は患者様の負担となります） 

  

１４ 業務継続計画の策定等について 

① 事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、患者様に必要な看護サービス

を継続的に提供できるよう、及び非常時での体制で早期の業務再開を図るための計

画等を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

１５ 感染症蔓延及び災害等発生時の対応 

①  感染症蔓延及び災害等発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行えな

い可能性があります。災害時の情報、被害状況を把握し安全を確保した上で、患

者様の安否確認や支援、主治医や関係機関との連携、必要時の訪問を行います。 

  ② 指定感染症蔓延時には通常の業務を行えない可能性があります。感染症の拡大状

況を把握し、予防対策を講じて、必要な訪問を行います。 

 

１６ オンライン資格確認について 

 ① 訪問看護職員が居宅同意取得型のオンライン資格確認システムにより取得した 

診療情報等を実施しています。 

  ② マイナ保険証の利用を促進する等、医療 DXを通じて質の高い医療を提供できるよ

う取り組んでいます。 

  ③ マイナ保険証がない場合は、健康保険証や資格確認証により資格確認を行うこと

になります。 



 

 

訪問看護重要事項説明 同意書 

 

 

   年   月   日 

 

 

訪問看護サービスの提供開始にあたり、患者様・ご家族様に対して重要事項を説明しま

した。 

 

 

 

           住 所  仙台市太白区長町南 2‐6‐5‐301 

           事 業 所 名  訪問看護ステーション カモミール 

                       

           説明者氏名                     印 

 

 

 

 

私は、事業者から訪問看護サービスについての重要事項の説明をうけました。 

 

 

           患者様（本人） 

               住 所   

 

               氏 名              印 

 

 

           保証人 

               住 所  

  

               氏 名              印 

 

 

 

 

 


